質疑回答内容公表
案件名　バイオマスポリエチレン含有安城市家庭ごみ指定袋・推奨袋（単価契約）
回答課　ごみ資源循環課
更新日　令和８年６月１０日
	№
	質疑受付日
	質疑内容
	公表日
	回答内容

	１
	令和８年６月５日
	商品の納期および配送について、確認させていただきます。

今回の商品につきましては、9月1日から配送を開始できるよう、8月末までに当社が管理する倉庫へ商品を入庫しておく必要がありますでしょうか。


それとも、9月以降も前年度の業者の在庫を引き継いで配送を行い、その在庫がなくなった時点で、今期の落札業者による商品の配送を開始することになりますでしょうか。前年度業者の在庫の取扱いおよび配送範囲についてご教示ください。





また、納入期間が「9月1日から12月28日まで」と記載されていますが、この期間内に当社が管理する倉庫へ商品を入庫すればよいという理解でよろしいでしょうか。
	令和８年６月１０日
	


お見込みのとおりです。





また、前期の在庫は、前期の契約業者の責任のもと納品を行うため、在庫を引き継ぐことはございません。前期の在庫がなくなったあとに、今期の受注者が商品の配送を開始することになるため、前期の在庫がなくなるまで、一定期間、受注者の倉庫に今期の契約分を保管していただく場合がございます。


9月1日から市又は卸業者に納品できるように準備、対応いただく必要がございます。これにつきましては前の質問の認識で合っております。また、契約締結後は速やかに納品計画を提出していただき、その際に入庫スケジュールを相談させていただきますが、12月28日までの部分につきましては、受注者倉庫に12月28日までに予定数量全量（追加発注があればその分も含む）を入庫いただくという認識で問題ございません。



